
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管課  水産課    

法令名 佐賀県漁業調整規則 法令番号 令和２年佐賀県規則第６３号 

手続名 変更の許可 根拠条項 第１６条第１項 
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１ 次のいずれの場合にも該当しないこと 
  
・知事が許可に係る船舶等の基準を定めている場合において、許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさない場
合 
・漁業調整その他公益上支障があると認められる場合 
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標準処理期間 ６０日 目次
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 標準経由期間      日 
 


